
焼津市地⽅就職学⽣⽀援⾦

〜東京圏の⼤学⽣のみなさんへ〜
静岡県内へ就職し、焼津市内へ移住する⼤学⽣

を応援します︕

 5,940円を限度に支給（一人１回まで）

 大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住してい
ること。

 勤務地が静岡県内に所在する企業に就職することが内定し
ていること。

 採用内定日が卒業年度の10月１日以降であること。

 焼津市に移住する意思を有していること。

 その他詳細は裏面と焼津市HPをご確認ください。

 予算に達した時点で受付を終了いたします。

支給要件の主な概要

都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに通う学部

生が、卒業年度の６月１日以降に実施される企業の採用活

動（選考試験）に参加するための交通費を支援します。

焼津市HP

焼津市経済部 誘致戦略課 移住定住推進室（本庁舎６階）TEL：054-626-9411



地方就職学生支援事業のご案内
・次の１、２の要件に該当する方が対象となります。

1 移住等に関する要件
次の全てに該当する方
□⼤学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内※１のキャンパスに在学（原則４年以上）し、当該⼤

学を卒業する⾒込みであること
□⼤学の卒業年度において、東京圏内※１に継続して在住していること。
□勤務地が静岡県内に所在する企業に就職が内定していること。
□卒業後に上記内定企業に就職し、焼津市に移住する意思を有していること。

※1東京圏・・・東京都、神奈川県、千葉県、埼⽟県のうち条件不利地域※2を除く
※2条件不利地域・・・焼津市HPをご確認ください。

2 就業に関する要件
次の全てに該当する方
□勤務地予定地が静岡県内に所在すること。
□風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
□週20時間以上の無期雇⽤契約に基づいて就業する⾒込みであること。
□内定先が官公庁等ではないこと。
□静岡県内での勤務地限定型社員として採⽤予定であること。
□採⽤内定⽇が、令和６年10月１⽇以降であること。

３ 補助額について
・ 令和６年６月１⽇以降に実施した、勤務地が静岡県内に所在する企業への就職活動に要した交通費相当額と

し、一人一回、5,940円を限度とする。ただし、就業先から就職活動に要した交通費に対する支援を受けている場
合は、その額を往復交通費から控除し、算定します。

４ 申請受付
・ 令和６年10月１⽇（火）から令和７年１月31⽇（⾦）まで

５ 必要書類
・ 申請書（様式第１号）
・ 写真付き身分証明書の写し又はその他の提示により本人確認できる書類の写し
・ 地方就職学生支援⾦の交付申請に関する制約書兼同意書（様式第１号の２）
・ 内定証明書（様式第２号）
・ 交通費の領収書
・ 在学証明書
・ 移住元の住所を確認できる書類
・ 口座振込依頼書（様式第３号）

６ 以下の要件に該当する場合には、支援⾦の全額または半額の返還となります。
・ 虚偽の内容を申請したことが判明した場合︓全額
・ 申請⽇から１年以内に地方就職支援⾦の要件を満たす職への就業を⾏わなかった場合︓全額
・ 申請⽇から１年以内に焼津市に転⼊しなかった場合︓全額
・ 地方就職学生支援⾦の要件を満たす職を就業から１年以内に辞した場合（ただし、退職から３か月以内に県内の

別の企業に就業する場合を除く。）︓全額
・ 転⼊⽇から３年未満に焼津市から転出した場合︓全額
・ 転⼊⽇から３年以上５年以内に焼津市から転出した場合︓半額

※上記はすべての要件を記載したものではありません。
詳細については、焼津市HPをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

焼津市 経済部 誘致戦略課 〒425-8502焼津市本町２丁目16番32号
電話 054-626-9411 FAX 054-626-2194 メール yuchi@city.yaizu.lg.jp


